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1――中国では、「３本の柱」を制度理念とする多層的な老後保障体系を構築。現行制度に移行する際には

世界銀行や国際労働機関（ILO）など国際機関の提言を参照。 

 

 中国の老後保障体系は①国による公的年金制度（公的扶助も含む）、②企業による年金制度（企業型

DC）、③私的年金などの３本の柱を中心とする多層的な体系を採用している。制度理念の基礎となった

のが、1990年代から 2000年代ごろにかけての世界銀行や国際労働機関（ILO）などによる積極的な制

度・政策支援である1。ILOは長年にわたって発展途上国の社会保障分野でのコンサルティングをして

おり、世界銀行は途上国に構造調整融資をする上で年金制度改革を政策履行の条件にするといった面

から影響力が大きかった2。 

 中国は 1990年代初めに計画経済から（社会主義体制の下での）市場経済へと転換をはかっており、

同時にそれに伴う社会システムにも大きな変革が迫られた。加えて、欧州の福祉国家が財政的に立ち

行かなくなっている情況も目の当たりにしており、老後保障については中国の伝統的な家庭・家族に

よる扶養の重要性も再認識された3。このように中国の老後保障体系は世界の潮流や理念を取り込み、

自国の社会や経済条件を勘案しながら構築・改革が進められた。 

 
1 例えば、現行の都市部の就労者を対象とした公的年金制度は、1994 年の世界銀行の報告書『Averting the Old Age Crisis: 

Policies to Protect the Old and Promote Growth』の中で推奨した３本の柱の制度理念を採用している。三本の柱（3-pillar 

system）は、pillar１を最低保障年金・公的年金、pillar２を強制の職域年金・個人年金、pillar３を任意加入の職域・個人年金とする

もの。また、その後の 2005 年の報告書『Old Age Income Support in the 21st century: An International Perspective on 

Pension Systems and Reform』を経て提唱された、多層的な所得保障フレームについても現行の老後保障体系の構築に活かされてい

る。この多層的とは、公的扶助（最低生活保障）―公的年金制度―職域・個人年金（強制）―職域・個人年金（任意）―家族・地

域・相互扶助といった 5-pillar system を指す。 
2 鈴木宏司（2008）「中国都市部における年金制度改革の評価と今後の課題―5-pillar System への展望と上海市を事例とした社区

の役割からー」、日本福祉大学経済論集第 37 号、pp.63-89。 
3 当時の中国の政治指導者である鄧小平は 1992 年の南巡講話において、特に、中国における高齢者の老後保障に関する問題について

は、家庭・家族による扶養の重要性を強調している 。 
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例えば、年金制度を運営していく上での財政方式について、都市部の会社員を対象とする都市職工

年金は、１階部分の賦課方式（企業負担）と２階部分の積立方式（従業員負担）を組み合わせた２階

建てとなっている。その背景としては、世界銀行が 1994年の報告において、発展途上国の年金制度の

構築について、賦課方式、強制積立方式、任意積立方式の３方式からなる多層的モデルを提示し、各

国の社会経済条件を踏まえて、適切な組み合わせによって制度整備を進めるべきとした提言にある4。

その後に整備された農村部住民や都市部の非就労者を対象とした都市・農村住民年金は、加入対象者

の所得や制度導入のハードルを勘案し、１階部分は国庫と地方財政が負担する基礎年金、２階部分は

個人負担による積立方式を採用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような経緯を経て構築された中国の多層的な老後保障体系について、2022年 12月、ILOは「ILO 

review of the multi-tier pension system in China」（以下、ILO報告）で評価し、今後の課題につ

いて発表している。 

 ILO 報告では年金制度の設計や改革の原則として以下の８つの要件を示している。それは、①すべ

ての国民を対象とする普遍性、②社会的連帯と集団的資金調達（保険としての機能）、③給付の十分性

と予測可能性（高齢者の貧困防止・所得の平準化など）、④国の責任による制度運営、⑤年齢や民族な

どに基づく差別の防止、男女平等などへの対応、⑥財務・財政と経済発展の持続可能性、⑦行政によ

る透明で健全な管理・運営、⑧市場による投資や市場との連携である。 

本稿では、上掲の中から公的年金制度に関する普及・加入状況（普遍性）、年金が生活を支える上で

十分かどうかの十分性の議論を中心に ILOの評価や考え方を概観してみたい。 

 

 
4 独立行政法人国際協力機構（JICA）・（株）ニッセイ基礎研究所・（財）国際開発センター（2009）「中華人民共和国農村社会

養老保険制度整備調査最終報告要約編」。 

図表１ 中国の多層的な老後保障体系 

制度
加入

形態
対象者 保険料負担

受給資格

年数

支給開始

年齢

金融機関による

老後保障商品
任意 加入希望者 - - 商品などで異なる - 商品で異なる

個人養老金制度

（税優遇あり）
任意

加入希望者（運用

期間は定年退職年

齢まで）

- - 年間の上限額が12000元 -

男性：60歳

女性：50歳

または55歳

企業年金 任意
都市の企業で働く

就労者
- -

保険料の割合は企業と従業員が

決定。企業（8％以下）と従業

員の負担割合の合計は12％以下

-

男性：60歳

女性：50歳

または55歳

職域年金 強制
公務員・事業団体の

職員
- - 企業：8％、従業員：4％ -

男性：60歳

女性：50歳

または55歳

１階：

賦課方式
基本年金 企業：16％

２階：

積立方式
個人勘定 従業員：8％

都市・農村住民

年金
任意

都市戸籍の非就労

者、農村住民
積立方式

１階部分として基礎年

金（国庫・地方財政

負担）＋個人勘定

予め設定された複数の保険料から

選択して納付（保険料は地域で

異なる）

15年間
男女とも

60歳

男性：60歳

女性：50歳

または55歳

第

二

の

柱

第

三

の

柱

財政方式・体系

15年間都市職工年金 強制

都市の企業で働く就

労者（都市戸籍・農

村戸籍）、公務員、

自営業者など

第

一

の

柱

（出所）関連規定より作成。 
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2――ILO は中国における制度の普及スピードを評価。一方、保険料一括納付制度や保険料を算定する上

での下限の設定など、長年にわたる制度の構造問題も指摘。 

 

中国においても国民は何かしらの公的年金制度に加入する権利を持っている（普遍性）。これは 2011

年に制定された社会保険法（第１条）にも規定されている。ただし、加入形態については制度によっ

て異なり、強制加入と任意加入が併存している。 

ILO は中国の年金制度について、国際的な標準から考えても加入率とその普及スピードは評価すべ

きとしている。その理由として、これまでの 20年間でほぼすべての高齢者をカバーする保険制度を導

入した点を挙げている。ILO が考える加入状況を示したのが図表２であるが、都市職工年金（強制加

入）は都市の被用者の 71.0％が加入している点、都市職工年金（強制加入）と都市・農村住民年金（任

意加入）の加入者の合計が、労働力人口5の 90.8％を占めている点などを挙げている。また、図表２か

ら年金受給について、60歳以上の高齢者の場合はいずれかの制度に加入しているとしている6。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ただし、この普及スピードについては留意が必要であろう。普及が速い背景には、2009年以降の農

村部の年金制度における基礎年金の導入、2011 年の都市の非就労者を対象とした制度の新設がある

（図表３）。つまり、胡錦涛政権下において社会保険について選別主義から普遍主義への転換があり、

わずか 3 年ほどでそれまで放置されてきたおよそ 5 億人を対象とする制度を一気に整備した点にあ

る。図表 3 によると、2009 年の加入者数は 0.7 億人であったが、胡錦涛政権の最終年である 2012 年

には 4.8億人まで増加している。その結果として、澤田（2013）は、胡錦涛政権は民生を重視し、社

会保障制度の拡充に貢献したとしつつも、そのイメージとは裏腹に、制度拡充を急ぐがゆえに結果と

して一次分配の不平等を制度に反映させてしまう状況にある点を指摘している7。都市・農村住民年金

 
5 国際的には 15-64 歳の労働年齢に属する人口を指すが、中国の場合は男性が 16-59 歳、女性は 16-54 歳の労働年齢に属する人

口を指す。 
6 なお、ILO は都市職工年金については退職年齢（受給開始年齢）が性別で異なり、女性の場合は退職前の時点での役職や雇用契約

で異なるため、正確なカバー率の算出は困難としている。また、60 歳以上の場合２つの制度の加入率の合計が 100％を超えるが、これは都

市職工年金が定年退職者数をベースにしており、必ずしも受給者数ではない点、また、これまで問題とされてきた制度加入の重複も背景にあ

ると考えられる。 
7  澤田ゆかり（2013）「第６章 社会保障制度の新たな課題―国民皆保険体制に内在する格差への対応」機動研究成果報告『中国 

（出所）ILO「ILO review of the multi-tier pension system in China」より作成。 

図表２ 中国の公的年金制度の加入状況（2020 年） 

加入者数 労働力人口 加入状況

3億8180万人

（受給者を除く）
7億8280万人 48.8%

受給者数（60歳以上） 60歳以上人口 加入状況

1億6070万人 2億6400万人 60.9%

都

市

・

農

村

住

民

年

金

加

入

（

任

意

）

加入者数 労働力人口 加入状況

7億8280万人 42.0%

都市の被用者数 加入状況

4億6270万人 71.0%

定年退職者数 60歳以上人口 加入状況

1億2760万人 2億6400万人 48.3%

都

市

職

工

年

金

加

入

（

強

制

）

3億2860万人

（受給者を除く）
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は対象者の所得の状況を鑑み、加入ハードルを下げるために保険料を選択性とし、低額な保険料でも

加入も可能とした。結果として普及は急速に進んだが、低額な保険料を選択する者が多く、老後の生

活を支えるだけの年金受給は難しいといった課題を引き寄せている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO が普及に関して提起する課題としては受給資格についてである。例えば都市・農村住民年金に

ついては制度導入からの期間が短く、60歳時点で受給資格年数（15年間）に満たない場合でも年金給

付を可能としている。また、都市職工年金については定年退職に際して 15 年間の納付に満たない場

合、残りの保険料の一括納付を可能とする措置がある。ILO 報告はこの措置について、加入者を一時

的に増やすのには奏功するが、年金財政の健全性や持続可能性への影響も大きく、企業の保険料納付

に関するモチベーションの低下を招く原因ともなるとしている。 

 

 その一方で、都市職工年金の加入拡大については、働き方が多様化する中で自営業者、非正規労働

者、出稼労働者などの加入促進が重要としている。中国でも社会保険料の算出は従業員の賃金が基準

（基数）となる。加えてそれには上限と下限が設定されており、前年の当該地域（または省）の在職

職員平均給与を基に上限がその 300％、下限がその 60％となっている（地域、種別によって下限の設

定が異なる場合もある）。例えば、従業員の賃金がその上限と下限の範囲内であれば賃金に基いて算出

されるが、下限以下の場合は下限まで引き上げて保険料を算出することになる。つまり、下限以下の

賃金収入の場合は逆進性の問題が発生する。所得や収入が不安定または下限以下の場合は、この下限

の設定が大きな加入ハードルとなっており、ILO 報告ではこの下限の設定についての検討を求めてい

る。 

 

3――給付の十分性について、都市・農村住民年金の平均受給額は生活保護基準以下として問題視しつつ

も、都市職工年金は国際的にみて最低基準の給付は確保していると一定評価。 

 

習近平政権の課題と展望―調和の次にくるもの』アジア経済研究所。 

図表３ 年金制度の加入者数推移（2003-2022） 

（出所）CEIC より作成。 
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ILO報告では、年金が生活を支える上で十分かどうかの給付の十分性についても評価をしている。 

都市・農村住民年金は 1992年に導入された新型農村社会養老保険（元の制度は 1992年導入/農村住

民を対象、2009年に基礎年金の国庫負担を導入したため現在の制度名称に変更）と都市住民社会養老

保険（2011年導入/都市の非就労者を対象）を 2014年に統合した年金制度である。体系としては２階

建てとなっており、１階部分が基礎年金（国庫負担と地方政府の財政負担）、２階部分が個人勘定（個

人口座での積立て）となっており、財政方式としては積立方式となっている。上述のとおり、都市・

農村住民年金の個人勘定は低額の保険料を選択されるケースが多いため２階部分の個人勘定の積立金

が少なく、また、制度導入時に 60歳以上である場合は無拠出での年金受給を可能としている。それゆ

え現況下では受給年金の多くは基礎年金で占められている。 

 

ILO報告では、都市・農村住民年金が家計収入を向上させるなどの効果はあるとしている。しかし、

2020年の平均受給額（月額/全国平均）は 170元（3400円）で、中央政府が定めた農村の絶対貧困ラ

インである 192元を下回っており、生活を支える状況にはない点に言及している。ただし、この点に

ついても全国平均ではなく、制度を管轄している地方ごとにみた場合、大きな格差があり、必ずしも

多くの地域が絶対貧困ライン以下というわけではない点に留意が必要であろう。受給額の多くを占め

るのは基礎年金であり、これは地方政府の財政力によるところが大きい。基礎年金の国庫負担は少な

く、多くが地方政府の財政負担に頼っているからである。例えば、大規模都市で財政規模の大きい上

海市の基礎年金は 1010元（月額/2020年）、北京市は 810元（月額/2020年）、中規模都市の山東省煙

台市では 118元（月額/2020年）と地域の財政規模によってその格差が大きい。 

  

一方、ILO 報告において都市職工年金の給付の十分性については国際的にみて最低基準を確保して

いると一定の評価をしている。図表４は ILOによる推計であるが、都市職工年金で 30年間加入した場

合で、賃金の多寡に応じた将来の受給年金額を個人純収入に対する比率で示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４ 受給年金の個人純収入に対する比率（推計） 

（都市職工年金・加入期間 30 年間の場合） 

（注1） 個人口座部分については年率 3％、賃金上昇率は年率 1.25％で推算。 

（注2） 2020 年の都市部民間企業の１人あたりの平均賃金は 57727 元。 

（出所）ILO「ILO review of the multi-tier pension system in China」より作成。 
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それによると、平均賃金レベルの場合（1.00）、受給年金は個人純収入の 58％（基本年金部分（30％）

と個人勘定部分（28％）部分の合計）であるとしている。平均賃金の半分である場合（0.5）、受給年

金は個人収入の 74％、平均賃金の３倍（3.0）である場合は 47％としている。ILO の推計では基本年

金部分の再分配の効果もみとめられ、加入期間 30 年間の場合、年金受給額は個人純収入のおおよそ

40-70％ほどで推移するとしている。 

 

ただし、ILO報告では上掲の推計モデルと実際の制度運営は大きく異なる点についても認めている。

原因は複合的としつつも、制度移行や歴史的な要因から、加入していたとしても保険料を実質的に納

付した期間が短く、保険料負担を軽減するために本来の賃金所得より低い基準に基づいて保険料を納

付するなどの課題についても指摘している。また、性別によって退職年齢（＝受給開始年齢）が異な

り、女性は実質的に前倒しでリタイアすることから男性との受給格差が大きく、必ずしも推計モデル

のような年金受給が可能というわけではないとした。 

  

 上掲の ILO報告に基づくと、普及スピードの速さは、新たに導入または国庫導入という改革をした

都市・農村住民年金が奏功した。しかし、将来の年金給付における十分性の確保は二の次とされたた

め、現行制度下では年金のみでの生活は難しい状況にある。同時に、都市職工年金の給付の十分性に

ついては最低基準の給付は確保しているとしつつも、制度間の受給格差、制度内における男女間の受

給格差といった改善すべき課題が山積している。 

 

 

 

 


